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電子商取引の時代において、オンラインで購入された商品やサービスに関する消費者クラスアクシ
ョンは非常に多い。こうしたオンライン購入により、オンライン販売の当事者に対人管轄が認めら
れるかという問題がある。

2023年、連邦第9巡回区控訴裁判所（カリフォルニア州を含む米国西部の大部分を管轄する控訴裁
判所）は、「双方向型ウェブサイトを通じて物理的な製品を販売し、その製品を法廷地に配送して
いる」被告は、「意図的に法廷地に向けた行為している」ため、当該法廷地で対人管轄が認められ
る可能性がある、と明確にした（Herbal Brands, Inc. v. Photoplaza, Inc., 72 F.4th 1085, 1088 (9th
Cir. 2023)を参照）。しかし、その直後、連邦第9巡回区控訴裁判所は、Briskin v. Shopify, Inc.事件
において異なる結論に達した。同裁判所は、オンライン決済処理業者が、単にカリフォルニア州在
住者に販売された商品の決済処理を行っているという理由だけでは、カリフォルニア州における対
人管轄は認められない、と判断した（87 F.4th 404, 409 (9th Cir. 2023)を参照）。

Briskin事件において、同裁判所は次のように論じた。「ある企業が全米で利用可能な電子商取引の
決済プラットフォームを運営しており、エンドユーザーの所在地を問わない場合」、「消費者デー
タの抽出と保持を行っているというだけでは、オンライン購入が行われた法廷地における被告の特
定対人管轄は認められない」（同上）。また、同裁判所は、Herbal Brands事件を「物理的な商品の
オンライン販売」をめぐるものとして区別した（同422ページ）。さらに、Shopifyのような被告が
「カリフォルニア州在住の消費者から利益を得ている」としても、それによって被告にカリフォル
ニア州の対人管轄が認められることはないと判断した（同423ページ）。

この判決に多くの決済処理業者やその他のオンライン事業者は安堵した。これらの事業者は、カリ
フォルニア州に物理的な製品を発送せず、またカリフォルニア州を明確にターゲットとしていない
限り、世界最大の消費者クラスアクションの温床のひとつであるカリフォルニア州の対人管轄は認
められないと知って安心したと思われる。しかし、連邦第9巡回区控訴裁判所がBriskin事件で大法
廷による再審理を許可し、Shopifyのようなオンライン事業者がカリフォルニア州で対人管轄の対象
となり得るかどうかを再考することに同意したことを、認識しておくべきである。連邦第9巡回区
控訴裁判所が大法廷による意見で異なる結論を導くかどうかは不明確であるが、口頭弁論の際に、
複数の判事が、同裁判所が当初採用したShopifyの立場ではいかなる管轄地域においても消費者は救
済を受けられないことになる、との懸念を表明した。
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連邦第9巡回区控訴裁判所が新たな意見を出すまでは、今後カリフォルニア州でShopifyのようなオ
ンライン専業の事業者に対人管轄が認められるかどうかは不透明である。同裁判所は、そうした事
業者について、ウェブサイトにアクセス可能なあらゆる法廷地ではなく、ある法廷地で対人管轄が
認められることを確実にしたがっている。しかし、それまでは、カリフォルニア州の消費者向けに
ウェブサイトを運営する事業者は警戒を続ける必要がある。結局のところ、カリフォルニア州には
米国で最も厳しい消費者プライバシー保護法があり、それらの法律は被告のウェブサイトに関する
消費者プライバシークラスアクションの急増につながっている。そうした被告の一部はBriskin判決
により有効な対人管轄の抗弁を得たが、その抗弁はすぐに消滅する可能性がある。
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